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 特 記 仕 様 書  

（適用及び定義） 

第 1 条 本仕様書は、西原町が発注する測量調査等業務委託に適用する。 

 ２ 本業務は、沖縄県土木建築部制定の「測量業務共通仕様書」（R4 年７月）及び「西

原町公共測量作業規定」（H21 年 10 月）に基づき実施しなければならない。 

 

（業務目的） 

第２条 西原町中央公民館等が立地する敷地の現況及び境界等を測量により明らかにし、

中央公民館再整備事業に必要な資料等の作成及び調査を目的とする。 

 

（履行場所及び期間） 

第３条 沖縄県中頭郡西原町字与那城地内 

契約締結日の翌日から令和５年 11 月 30 日まで 

  

（図書等の貸与） 

第４条 発注者は、受注者に業務に必要な用地測量調査成果図書等の関係図書を貸与する

ものとする。 

 

（業務内容） 

第５条 業務内容は次のとおりとする。 

１．基準点測量 

    （1）４級基準点          Ｎ=４点 

   ２．水準測量 

    （1）４級水準測量（レベル等による）Ｌ＝0.15km 

   ３．用地測量 

    （1）作業計画            Ｎ＝１式 

    （2）現地踏査            Ｎ＝１式 

    （3）公図等の転写          Ａ＝1.32 万㎡ 

    （4）土地の登記記録調査       Ａ＝1.32 万㎡ 

    （5）公図等転写連続図作成      Ａ＝1.32 万㎡ 

    （6）境界測量            Ａ＝1.32 万㎡ 

    （7）用地平面図作成 1/500      Ａ＝1.32 万㎡ 

    （8）土地調書作成          Ａ＝1.32 万㎡ 

   ４．現地測量 1/500          Ｎ＝一式（Ａ＝0.0132Ｋ㎡） 

   ５．その他 

    打合せ、電子成果品作成等 
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（提出書類） 

第６条 受注者は契約締結後、業務委託契約書等に記載のあるものの他、下記の書類を作

成し、発注者に提出するものとする。 

  ・業務着手時 

  （1）業務着手届 

  （2）業務工程表 

   （3）管理技術者等通知書 

  ・業務完了 

  （1）業務完了届 

  （2）業務成果物引渡書 

  （3）その他必要書類 

 

（業務遂行上の遵守基準） 

第７条 受注者は、業務の遂行にあたってその精度を高めるために最大限の努力を払い、

与えられた条件を満足し、業務の目的を充分に達成する優秀な成果品を提出しなけ

ればならない。 

    受注者は、本業務にかかる一切の機密を厳守し、その成果を他に漏らしたり転用

したりしてはならない。また、みだりに地元住民の感情を刺激することのないよう

言動に十分注意しなければならない。 

 

（現地踏査） 

第８条 受注者は、業務の着手に先立ち、業務区域の現地踏査等を行い、現地の状況を充

分に把握するものとする。 

 

（立入り及び立会い） 

第９条 受注者は、測量及び調査等のために権利者が占有する土地等に立ち入ろうとする

ときは、あらかじめ当該土地等の権利者の同意を得なければならない。 

    受注者は、土地等の権利者から立入りの同意を得ることができないときは、遅延

なく調査職員に報告し、その指示をうけること。 

 

（身分証明書の携帯） 

第 10 条 受注者は、発注者から測量及び調査等に従事する者の身分証明証の交付を受け、

業務に従事する者に携帯させるものとする。 

測量及び調査等に従事する者は、権利者から請求があったときは、前項により交

付を受けた身分証明証を提示しなければならない。 
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受注者は、業務が完了したときには、速やかに身分証明証を発注者に返納しなけ

ればならない。 

 

（検査及び訂正） 

第 11 条 受注者は、調査職員立会いにより、成果品の照会及び書類検査を受けなければな

らない。 検査の結果、成果品に不備又は手直しの必要が生じた場合、調査職員

の指示に従い受注者の責において訂正しなければならない。 

 

（成果品） 

第 12 条 本業務の成果品は以下のとおりとする。 

   （1）報告書 正副各１部 

   （2）電子データ CD-R 

   （3）その他発注者が指示するもの 

 

（安全性の確保） 

第 13 条 本業務の実施にあたって、道路交通法等の関係法規を遵守し、交通状況を十分に

把握して調査員は基より、第三者に危害を及ぼさないよう万全の措置を講じなけれ

ばならない。また、万が一、本業務に起因して第三者に危害を与えた場合は、受注

者の責任においてこれを解決すること。 

 

（疑義事項） 

第 14 条 本特記仕様書に記載されてない事項及び仕様書等に疑義が生じた場合は、その都

度協議し、発注者の指示を受けなければならない。 

 


